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ー 挨拶・礼儀

藤代南中学校生徒生活心得

(1) 正し内甜拶の習慣を身につけ，来客や先生，友達に気持ちのよい挨拶をするよう心がける。

(2) お互いの人格を尊重し，親しさの中にも礼儀を忘れないようにする。

(3) 周囲の人の好意や親切には「ありがとう」を，まちがいや失礼にあたるときには「すみません」

を素直に言えるように心がける。

(4) 言葉・態度等は本校生徒としての自覚を失わないようにする。

(5) 職員室等への出入りには「失礼します」，「失礼しました」の言葉やノックを忘れずに 、

また「0年0組の000です， 000先生に用があってきました」など，「学年」「組」「氏名」

「用件］をはつきりと言えるようにする。

2.、登校・下校

(1) 出席確認 (8: 1 5) までに登校する。 . 

(2) 指定された通学路を通つて登校する。徒歩通学者は，右側通行を守り，自転車通学者は，ヘル

メットをきちんとかぶって克詔詮に心加ける。自転車通学責は「自転車通学許可願」を提出

する。 ※鰤交後ヘルメットは荷縄等で荷台にく多くりつ且五ー
(3) 登校後は無断で校外への外出はしない。

(4) 下校時刻を守り，特別な用事と許可のある場合のほかは，す衿やかに下校する。

月別に決めている）

(5) 下校時刻が遅れる場合は，家族に心配をかけないように電齢酌附奈をし，事故防止のため，で

きるだけ複数で下校するようにする。

（6) 学用品の入っているバッグは，荷縄芍肯台に固定する。（リュック型のものは背負ってもよい）

3 授業中

(1) 授業は，制服で受けることを原則とする。 ` 
※授業の関係で着替えた後は， 1日体操服で過ごしてもよい

(2) 授業の時刻には着席し，学習の準備をする。授業中，教室を離れる必要があれば，先生に申

（下校時刻は

し出る。

(3) 授業の開始・終了時は起立して挨拶し，自主的・積極的に学習に取り組む。勝手な行動で他人

の学習に迷惑をかけないようにする。



4 服装・頭髪・持ち物等

(1) 服装・頭髪等は，学校のきまりや社会の常識をわきまえ，他人に不快感を与えないようにする。

(2) 教科書・ノート類は机に入れ，スクーJVバッゲ又はスホ゜ーツバック｀・リュック・サ7`’‘万ゲ等はロッカーに入

れる。・

(3) 学習に必要のないもの灘誌・携帯電話・スマートフォン・飲食物・危険物等）は持ってこない。

※諸事情により携帯電話や双ートフォンを持参させなくてはならない場合は「申請書Jを提出し，許可を得る。

(4) 貴重品・金銭は持参しない。特に，事情があってやむを得ず持参した場合は，担任の先生に保

管を依頼すること。

(5) ウィンドブレーカーやコート類は，室内では着用しない。体育⑬受業中，体育の先生の許可が

あればウインドブレーカーを着用してもよい。

5 休み時間

(1) 落ち着いた生活を心がけ，廊下・階段は右側を静かに歩く。

(2) 用事のない限り他の学年の階には行かないb また，他の教室には出入りしない

(3) 昼休み等は，できるだげ閃庭に出るなと健康増進に努める。

(4•) 保健室には、体調が悪い場合や怪我をした場合、保健の先生に相談がある場合，保健委員会の

,. 
1
,
 

仕事がある場合に入室できる。9

6 そq血

. (1) 遅刻・早退・欠席をする場合は，保護者から届出をする。

(2) 清掃は『黙働』て行い全員が協力し，決められた時間内に行う。
く（3) 校舎・公共物は大切に扱い，使用した場合の後始末は責任をもって行う。

(4) 非常階段は使用を禁止する。危険防止のため，ベランダは，必要以外は，使わないようにす

る。また，ベランダでの危険な行為（押す・走る・ふざける・物を落とす・大勢で一度に出

るなど）は絶対に行わない。

(5) 身の回りの整理惣頓を心がける。

(6).学校内・学校外に限らず，金銭の貸し借り・物品の売買は行わない。

(7) 「子どもと親の相談員」及び「スクールカウンセラー」との相談を希望する場合は，担任や養護

疇，生紺疇主事に麟し，事前の市約をする。

(8) 休日，部活動などで登校したときは活動場所以外に行かない。



藤代南中学狡眼芸・頭髪等のきまり
夏 期(6~ 9月） 』冬・期 1 0~ 5月）

通学服 「l本校指定の紺ズボン 本校指定の紺プレザー． . 
、 子白Y シiャッ . 本校指定の紺ズボン ・． 正装ソックスは白・黒・紺系（ワンポ白 Y シャッ，ネクタイ } 

イントoK) くるぶしソッ・クス・ソックスは白•黒·紺系（ワンポイント0k)<
ライン1入りは禁止 . るぶしソックス；ライン入りは禁止

・女本校指定の紺ベス“卜‘: ｷ, ・｀ ｀ー· •ヽ一ー・ • ;··二』 1 、一

l子竺9誓ごふラウスリ1云石ふ戸戸 ~” 』”•Iボン・ん1”29スは白•黒備系（ワンポ．フラットカラー．の学生屑ブラウス•9‘· 9 |.. 
OK)J 

|；王忠主ベストを脱いでも11~ぷよぷ芦‘“``:よい。
・※スカートの長さは，ひざがか ｷ 9 9 , 

・、，｀くれる。., ・

ヽ
．

·特殊な変形や補修はしないこと。 （やむを得なvi事情がある場合は学級担任に・
. 相談ずる。．．）、 ・
・下着のシや‘ジは白（ワンポイント0k，派手なブリントがないもの。）

・ ・ベルドは黒で飾りのないものとする\`o 氏· .l へ , 

・＇．※儀式の時にi必ず正装とする。
・ □運動服． 共本校定＇の夏期運動服＇・ 本校指定のジャTジ・
ヽ渭．靴 男通学用は運動靴（色は白•黒・紺系を基調とするせの）。また，靴紐は靴と同系

女色とずる。 . 

'.,:t:;:,;※デ沢キシューズ等運動に適さないものは禁止とIする．C
.※土 きは本校指定の靴。．、

頭髪 ・男・中手生らしい頭髪。 ' •.·目にかからないようにする。．．
子 : . ,. ．．襟足 I→っかないこと。 j.ｷ.. 

鼻・中学生らしい頭髪。 • ・ ・脱色］染色・・パーマは禁止。 • 1: 
’女・肩にかかる場合は束ねるか，編み下げ•特殊 カットや華美な髪型は禁止o・子にし．：飾り；はつけない。 ・整髪；等の使用は禁止。頭髪には手I,
， 1' 髪を東ねるためのゴム等の色は，黒•紺・を加えない0. ;. ..'̀. ` . . , 
・・．茶とずる。 ‘ • -.ｷ..... •.. ※やむを得ない事情があるときは担任•.

l-·ヘアピンはジンプルな物にする。 . ：に相する。•..,·. ',t; ̀  ｷ 
・・ 通学服には·9.9：へ左胸．：ポケットに本絞の名札を縫い付ける。、※バッジに移行中

＇（新入生分は，学校で注文。） . 

：劉詈呈全芸詈五。通岸靴にも記名する。
学校で配付するステッカーを後輪のどろよけに貼亙 . .· • 

• ·かばん I. スクールバ！ック｀又は淋゜勺バッ9令，．リュック，‘手7＊バック等。ただし， U9炉に入る大きさの物に
限が必ず記名する。色は黒·紺地とする。・デザィンは華美でないもの。

防寒着 ・ーりイン．ド．7~ 叶（部指定のもの可） ：色・テ令がインにおいて華美でないもの。‘ 黒・紺のマフラー I コート類↓．｀ .^.' ‘ 
等 l •Vネックのセーターまたはベスト。リボンやネクタイが見えるように着用し，ブ

・ レザーの袖や裾からは出ないように着る。色は，黒！・紺・グレー。9:
・キーホルダーはお守り程度の大きさ 1つのみ。• I . 

・制汗スプレーは保護者の申出が必要。制汗シートは禁止。
・学習用具にシールや写真等はつけないこと。
ー危険物： （はさみ，カッター等）は授業で使用する場合以外は持参禁止。・

＇，名札

持ち物


